
議
会
豆
知
識

「
１
０
０
条
調
査
権
」

　
地
方
自
治
法
１
０
０
条
の
、
調
査
権

を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
特
別
委
員
会

を
設
置
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

委
員
会
を
１
０
０
条
委
員
会
と
い
い
ま

す
。

　
地
方
自
治
体
に
お
け
る
議
会
の
役
割

は
、
住
民
の
代
表
と
し
て
行
政
の
監
視

と
統
制
を
行
う
こ
と
で
す
。
そ
の
役
割

の
た
め
に
議
会
が
有
す
る
、
最
も
強
力

な
権
限
の
一
つ
が
「
１
０
０
条
調
査

権
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
権
限
は
、
地
方
自
治
法
第
１
０

０
条
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
議
会
が
行

政
の
事
務
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。
単
に
市

長
や
そ
の
他
の
執
行
機
関
に
質
問
し
た

り
、
資
料
の
提
出
を
要
求
し
た
り
す
る

だ
け
で
な
く
、
関
係
者
の
出
頭
や
証
言
、

記
録
の
提
出
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
さ
ら
に
、
虚
偽
の
陳
述
、
証
言
拒
否
、

不
出
頭
、
記
録
の
不
提
出
に
対
し
て
は
、

６
カ
月
以
下
の
禁
錮
又
は
10
万
円
以
下

の
罰
金
と
い
う
制
裁
を
科
す
こ
と
が
で

き
る
ほ
ど
強
力
な
権
限
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
た
だ
し
、
こ
の
権
限
は
議
員
個
人
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
議
会
全
体
に
与
え

ら
れ
た
も
の
で
す
。
調
査
を
行
う
に
は
、

議
員
の
賛
成
多
数
で
調
査
に
関
す
る
決

議
案
を
可
決
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
調
査
が
終
了
し
た
後
は
、
明

ら
か
に
な
っ
た
事
実
や
解
決
策
、
執
行

当
局
へ
の
是
正
措
置
の
要
請
な
ど
、
何

ら
か
の
形
で
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
１
０
０
条
調
査
権
は
非
常
に
強
力
な

権
限
で
あ
る
た
め
、
そ
の
発
動
に
あ

た
っ
て
は
慎
重
な
判
断
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
質
疑
、
質
問
、
資
料
の
要
求
、
調

査
権
な
ど
の
他
の
手
段
を
十
分
に
尽
く

し
た
上
で
、
最
終
的
な
手
段
と
し
て
検

討
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
地
方
自
治
体
の
議
会

に
は
、
行
政
に
対
す
る
強
力
な
監
視
・

統
制
の
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
三
権
分
立
に
基
づ
く
民

主
主
義
の
仕
組
み
が
地
方
自
治
体
レ
ベ

ル
で
も
担
保
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

　
今
回
は
住
民
、
事
業
者
、
行
政
の
三
方

良
し
の
公
共
交
通
の
実
現
を
目
指
し
質
問

い
た
し
ま
し
た
。

市
民
意
識
調
査
か
ら
、
高
齢
者
の
移

動
手
段
確
保
が
高
い
ニ
ー
ズ
だ
と
感
じ
た

が
、
市
の
分
析
は
。

高
齢
者
の
移
動
手
段
確
保
に
関
す
る

意
見
が
多
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
の
乗
降
数
分
析
か
ら
、

病
院
や
商
業
施
設
へ
の
需
要
が
高
い
と
認

識
し
て
い
る
。
今
年
度
、
利
用
者
ニ
ー
ズ

調
査
を
行
う
。
よ
り
実
態
に
即
し
た
分
析

が
で
き
る
と
考
え
る
。

地
域
交
通
と
福
祉
政
策
の
連
携
を
次

期
計
画
に
取
り
入
れ
る
方
針
は
。

健
康
教
室
参
加
の
移
動
手
段
と
し
て

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
活
用
を
周
知
す
る

こ
と
で
利
用
者
の
増
加
や
健
康
増
進
の
効

果
が
期
待
で
き
る
と
考
え
る
。

教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
や
部
活
動
の
地

域
移
行
に
関
す
る
公
共
交
通
の
検
討
は
。

現
段
階
で
具
体
的
な
計
画
へ
の
記
載

は
難
し
い
と
考
え
る
。
ま
ず
は
児
童
生
徒

が
通
学
に
利
用
し
て
い
る
路
線
の
維
持
継

続
を
図
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
る
。

新
し
い
公
共
交
通
を
実
現
す
る
市
の

意
思
は
。

議
員
か
ら
話
が
あ
っ
た
利
用
者
目
線

が
一
番
大
事
だ
と
思
う
。
高
齢
者
、
買
い

物
、
通
院
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
大
事
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
利
用
が
多
い
駅
や

病
院
、
大
型
商
業
施
設
の
状
況
な
ど
し
っ

か
り
と
分
析
す
る
。
ま
た
、
議
員
か
ら
話

が
あ
っ
た
健
康
増
進
に
つ
な
が
る
新
し
い

利
用
方
法
も
一
案
と
思
っ
た
の
で
、
色
々

な
使
い
道
を
Ｐ
Ｒ
し
、
乗
車
の
き
っ
か
け

づ
く
り
に
も
取
り
組
ん
で
い
く
方
針
で
あ

る
。

　
他
に
、「
市
役
所
業
務
で
の
生
成
Ａ
Ｉ

利
用
」「
教
育
Ｄ
Ｘ
の
推
進
と
生
成
Ａ
Ｉ

の
活
用
」
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

一 般一 般

渥
美　
嘉
樹
（
至
誠
の
絆
）

渥
美　
嘉
樹
（
至
誠
の
絆
）

三
方
良
し
公
共
交
通
の
実
現
を
！

10　菊川市議会だより 議会のひろば


